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「河川流量」 に関する 議論 の推移

河川流量に影響がある。

本県境界内に発生した湧水は、全て現位置付近
へ戻すこと。

水利用に影響が生じた場合に環境保全措置を実
施する。

環境保全措置を実施することから、河川流量の
減少量を少なくできる。

トンネル湧水は、導水路トンネルによる自然流下で
は戻らない分についてポンプアップを実施し、全量を
恒久的かつ確実に戻すことを早期に表明すること。

導水路トンネルを設置し必要に応じてポンプアップ
し、中下流域の影響が生じないようにする。
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トンネル湧水は導水路トンネルから自然流下させる。
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「地下水位」 に関する 議論 の推移

井戸近傍の河川流量は減少するものの井戸の
水位への影響は小さい。

準備書（ＪＲ東海）

予測の不確実性が高いため、定期的な調査を
行い、結果を公表すること。

知事意見

井戸近傍の河川流量は減少するものの井戸
の水位への影響は小さい。

評価書（ＪＲ東海）

地下水の水位については、事後調査を実施し、
公表する。
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意見及び見解なし
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「水質」（河川・地下水） に関する 議論 の推移

・必要に応じ濁水処理設備を設置し、適切に処理して
河川へ排水するため、水の濁りの影響は小さい。
・重金属等の存在が確認されなかったため、水の汚
れへの影響はない。
水の濁りについて、モニタリング結果に基づき環
境への負荷を軽減し、公表すること。

・モニタリング結果を公表する。
・予期しない著しい影響が見られた場合は環境保全
措置を講じる。

水質を調査し変化が明らかになった場合、その原因
を究明し、報告するとともに自然環境、河川環境保
全の適切な措置を講じること。

重要な動植物や河川環境への影響が考えられる
場合には、必要により環境保全措置を行う。

準備書の見解と同じ。
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調査位置図 〔河川流量及び水質、地下水位〕
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○常時計測点１箇所は、
下流の畑薙第一ダムに設置

椹島（導水路トン
ネル出口）

：計画路線

：導水路トンネル

地下水位

水温、ｐＨ

電気伝導率

２箇所

38箇所

７箇所

４箇所

箇所数

1回/月

２回/年

１回/月

流量：常時計測
その他：１回/月

調査頻度

流量、水温

ｐＨ、電気伝
導率

調査内容凡例
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調査位置図 〔水の汚れ〕

２箇所既設井戸重金属等

３箇所発生土置き場下流ｓｓ

２箇所大井川ｓｓ、ｐＨ

３箇所
導水路トンネル、
非常口 排水箇所

ｓｓ、ｐＨ、ＢＯＤ
重金属等

箇所数調査場所調査内容凡例
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二軒小屋発電所取水堰堤

大井川東俣第一測水所



環境影響評価における 県とＪＲ東海の考え方

重要な動植物や河川
環境への影響が考え
られる場合には、必
要により環境保全措
置を行う。

地下水の水位につい
ては、事後調査を実
施し、公表する。

導水路トンネルを設
置し必要に応じてポ
ンプアップし、中下流
域の影響が生じない
ようにする。

ＪＲ東海見解

水質

の変化へ
の対応

地下水位
調査の実
施

河川流量
の減少へ
の対応

知事意見では、「変化があっ
た場合の適切な措置」を求
めているが、

ＪＲ東海は、「変化があり、か
つ影響が考えられる場合に
は必要に応じて措置する」と
述べている。

知事意見で、「定期的な調
査と公表」を求め、ＪＲ東海も
これに応じている。

知事意見では、「全量を戻
すこと」を求めているが、

ＪＲ東海は、「必要に応じてポ
ンプアップする」と述べてい
る。

ポイント

水質を調査し変化が明ら
かになった場合、その原
因を究明し、報告するとと
もに自然環境、河川環境
保全の適切な措置を講じ
ること。

予測の不確実性が高い
ため、定期的な調査を行
い、結果を公表すること。

知事意見

トンネル湧水は、導水路ト
ンネルによる自然流下で
は戻らない分についてポ
ンプアップを実施し、全量
を恒久的かつ確実に戻す
ことを早期に表明すること。 見解が相違

見解が一致

見解が相違
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